
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
十
九
号

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
規
則

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
速
自
動
車

国
道
と
道
路
等
の
連
結
の
許
可
手
続
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
の
議
を
経
る
必
要
が
な
い
事
項
）

第
一
条
　
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

四
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
整
備
計
画
に
車
線
の
暫
定
的
な
整
備
に
係
る
記
載
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
記
載
の
変
更
又
は
削
除
に
係
る
事
項
と
す
る
。

第
二
条
　
令
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
る
工
期
の
延
長

二
　
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
の
変
動

三
　
新
設
又
は
改
築
す
る
高
速
自
動
車
国
道
の
存
す
る
地
域
の
地
形
又
は
地
質
の
状
況
を
踏
ま
え
た
工
法
の
変
更

四
　
前
条
の
変
更
又
は
削
除

第
三
条
　
令
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
の
増
額
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
、
二
人
以

上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
増
額
の
事
由
に
応
じ
て
必
要
と
認
め
る
範
囲
内
の
増
額
と
す

る
。

（
立
体
的
区
域
を
表
示
す
る
図
面
の
縮
尺
）

第
四
条
　
高
速
自
動
車
国
道
の
区
域
を
高
速
自
動
車
国
道
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
十
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
立
体
的
区
域
と
し
た
区
間
に
つ
い
て
、
当
該
区
域
を
表
示
す
る
図
面
の
縮
尺
は
次
の
各
号
に
掲

げ
る
図
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
縮
尺
と
す
る
。

一
　
平
面
図
　
千
分
の
一

二
　
縦
断
図
　
水
平
方
向
は
千
分
の
一
、
垂
直
方
向
は
三
百
分
の
一
以
上

三
　
横
断
定
規
図
　
三
百
分
の
一
以
上

（
高
速
自
動
車
国
道
と
道
路
等
の
連
結
の
許
可
手
続
）

第
五
条
　
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
連
結
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
十
一
条
第

一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
連
結
許
可
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ

る
施
設
（
以
下
「
利
便
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
連
結
許
可
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
一

号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た
申
請
書
に
位
置
図
並
び
に
連
結
の
た
め
に
必
要
な
工
事
の
区
間
及
び
工
事
の
設

計
の
概
要
を
記
載
し
た
平
面
図
、
縦
断
図
及
び
横
断
定
規
図
（
法
第
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て

は
、
平
面
図
）
を
添
付
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
名

二
　
連
結
位
置
及
び
連
結
予
定
施
設

三
　
連
結
を
必
要
と
す
る
理
由
（
法
第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
通
路
等
」
と
い
う
。
）
の
連
結

許
可
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
路
等
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
と
連
絡
す
る
施
設
が
、
利
便
施
設
等
に
該
当
す
る

理
由
を
含
む
。
）

四
　
連
結
の
た
め
に
必
要
な
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額

五
　
工
事
の
施
行
期
間

六
　
連
結
す
る
期
間

七
　
利
便
施
設
等
の
設
計
の
概
要

八
　
利
便
施
設
等
の
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画

九
　
通
路
等
の
交
通
量
の
見
込
み

十
　
通
路
等
の
維
持
管
理
の
計
画

十
一
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
本
線
車
道
に
直
接
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
）

第
六
条
　
令
第
六
条
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
高
速
自
動
車
国
道
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油
所

及
び
自
動
車
修
理
所
と
す
る
。

（
利
便
施
設
等
又
は
通
路
等
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
七
条
　
法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
利
便
施
設
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
関
係
法
令
の
規
定
を
遵
守
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
高
速
自
動
車
国
道
及
び
通
路
等
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
利
便
施
設
等
の
利
用
者
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
通
路
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
幅
員
、
線
形
、

こ
う勾

配
そ
の
他
の
構
造
が
、
高
速
自
動
車
国
道
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
そ
の
他
当
該
高
速

自
動
車
国
道
及
び
周
辺
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
通
路
等
の
連
結
に
よ
つ
て
高
速
自
動
車
国
道
の
安
全
か

つ
円
滑
な
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
利
便
施
設
等
の
規
模
、
用
途
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
高
速
自
動
車
国
道
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
規
模
及
び
適
切
な
構
造
の
駐
車
場
を
当
該
通
路
等
に
設

け
る
こ
と
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
の
二
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
幅
員
、
線
形
若
し
く
は

こ
う勾

配
又

は
駐
車
場
の
規
模
若
し
く
は
構
造
の
変
更
を
伴
わ
な
い
通
路
等
の
構
造
に
つ
い
て
の
変
更
と
す
る
。

（
構
造
に
つ
い
て
の
変
更
の
許
可
手
続
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
の
二
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

利
便
施
設
等
又
は
通
路
等
の
構
造
に
つ
い
て
の
変
更
に
伴
う
工
事
の
区
間
及
び
工
事
の
設
計
の
概
要
を
記
載
し
た

平
面
図
、
縦
断
図
又
は
横
断
定
規
図
を
添
付
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

三
　
工
事
の
施
行
期
間

（
利
便
施
設
等
又
は
通
路
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
利
便
施
設
等
又
は
通
路
等
を
管
理
す
る
者

が
、
高
速
自
動
車
国
道
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
定
期
的
に
当
該
利
便

施
設
等
又
は
通
路
等
の
巡
回
及
び
保
守
点
検
を
行
い
、
並
び
に
通
行
の
支
障
と
な
る
損
傷
の
修
繕
又
は
物
件
の
除

却
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
当
該
利
便
施
設
等
又
は
通
路
等
の
適
切
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
と
の
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
と
の
交
差
部
分

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
を
定
め
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
高
速
自
動
車
国
道
及
び
鉄
道
施
設
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
そ
の
他
の
異
状
を
把
握
す
る
た
め
の
点
検

の
実
施
時
期
そ
の
他
の
点
検
に
関
す
る
事
項

二
　
点
検
の
結
果
に
応
じ
て
想
定
さ
れ
る
修
繕
の
方
法
そ
の
他
の
修
繕
に
関
す
る
事
項

（
地
代
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
算
定
方
法
）

第
十
二
条
　
令
第
八
条
第
一
号
イ
の
地
代
の
差
額
に
相
当
す
る
額
は
、
近
傍
類
似
の
土
地
（
近
傍
に
類
似
の
土
地
が

存
し
な
い
場
合
に
は
、
立
地
条
件
、
収
益
性
そ
の
他
の
土
地
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
時
価
に
期
待
利
回
り
を
乗
じ
て
得
た
額
、
近
傍
類
似
の
土
地
の
純
地
代
か
ら
算
定
さ

れ
る
推
定
の
純
地
代
に
相
当
す
る
額
及
び
利
便
施
設
等
に
お
い
て
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
道
路
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
勘
案
し
て
算
出
す
る
、
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る
利
便
施
設
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結
利
便
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地
又
は
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結

す
る
通
路
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結
通
路
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
連
結
通
路
等
に
よ
つ
て
高
速
自

動
車
国
道
と
連
絡
す
る
利
便
施
設
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
絡
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地

と
当
該
連
結
利
便
施
設
等
又
は
当
該
連
結
通
路
等
が
高
速
自
動
車
国
道
に
連
結
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該

1



土
地
と
の
純
地
代
の
額
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
連
結
利
便
施
設
等
又
は
当
該
連
結
通
路
等
及
び
当
該
連
絡

施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
公
租
公
課
に
相
当
す
る
額
が
当
該
連
結
利
便
施
設
等
又
は
当
該
連
結
通
路
等
が

高
速
自
動
車
国
道
に
連
結
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
公
租
公
課
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
差
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
三
条
　
法
第
二
章
及
び
第
三
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
法
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
請
求
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
一
月
二
一
日
建
設
省
令
第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
日
建
設
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
二
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
五

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
三
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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